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＜表紙の写真＞
熊本の豊かな自然の魅力発信のため、平成27年度に県が
実施した「水の国くまもと」モニターツアーで、アマチュア
写真家の方々が撮影されたものです。

平成２８年２月
熊 本 県
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はじめに

私たちが住む熊本県は、豊かな地下水や阿蘇の草原、天草や有明、八代の海など多様な自然
環境に恵まれています。また、近年、荒尾干潟がラムサール条約湿地に登録されるなど、新た
な動きも進んでいます。

今年（平成28年）は、水俣病の発生が公式確認されてから60年目の節目の年となります。私
たち熊本県民は、わが国の公害の原点と言われる水俣病の教訓を踏まえ、環境への負荷を抑制
し、安全で快適に生活できる環境を次世代へ引き継ぐことが責務であることを、より一層認識
する必要があります。

こうした中、熊本県地下水と土を育む農業推進条例に基づく取組や、水銀フリー社会に向け
た取組など本県独自の新たな取組も始まっているところです。

しかしながら、全国的には、新たな温室効果ガス排出量削減目標の決定、東日本大震災を契
機としたエネルギーや廃棄物の問題、大気中のＰＭ2.5の問題などが注目を集めており、本県に
おいても、閉鎖性海域である有明海及び八代海の再生、地下水への硝酸性窒素による影響、有
害鳥獣による農作物への被害など様々な課題が存在しており、これらの解決に向けてより一層
の取組が求められています。

こうした最近の課題や新しい国内外の動きなどを踏まえ、この度、第五次熊本県環境基本計
画を策定しました。本計画では、第三次熊本県環境基本指針に定める低炭素社会、循環型社
会、自然共生社会、安全で快適な生活環境という４つの目指すべき姿を実現するため、分野ご
とに現状・課題を明らかにするとともに、課題の解決に向けた施策の方向性を示しています。

目指すべき姿の実現のためには、県民一人ひとりが環境問題を自らの問題として捉え、地球
環境問題と一人ひとりの行動が密接不可分であることを十分理解し、環境に配慮した行動の実
践に努めなければなりません。

平成31年には、「女子ハンドボール世界選手権大会」や「ラグビーワールドカップ」が本県
で開催されます。県ではこうした国際的なスポーツ大会など様々な機会を捉え、県民、事業者
及び行政が、環境への配慮を当たり前のこととして行う「環境立県くまもと」の実現を目指
し、取り組んで参ります。

県民の皆様の御理解と積極的な御参画をお願い申し上げます。

　平成28年２月
　　熊本県知事　蒲　島　郁　夫
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